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      午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○臨時議長（大江道男君） おはようござ

います。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

７年第２回美幌町議会臨時会を開会しま

す。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 仮議席の指定について

○臨時議長（大江道男君） 日程第１ 仮

議席の指定を行います。

仮議席は、ただいま御着席の議席としま

す。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会議録署名議員の指名

○臨時議長（大江道男君） 日程第２ 会

議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、３番中嶋すみ江さん、１２

番坂田美栄子さんを指名します。

暫時休憩いたします。

午前１０時０２分 休憩

（議長選挙候補者の所信表明）

―――――――――――――――――――

午前１０時２９分 再開

○臨時議長（大江道男君） 休憩前に引き

続き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 選挙第２号

○臨時議長（大江道男君） 日程第３ 選

挙第２号議長の選挙を行います。

選挙は投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

○臨時議長（大江道男君） ただいまの出

席議員数は１４名です。

次に立会人を指名します。

会議規則第３２条第２項の規定により、

立会人に８番上杉晃央さん、１１番岡本美

代子さんを指名します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

○臨時議長（大江道男君） 投票用紙の配

付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（大江道男君） 配付漏れなし

と認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

○臨時議長（大江道男君） 異常なしと認

めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選

挙人の氏名を記載のうえ、点呼に応じて順

次投票願います。

なお、詳細については、事務局長から説

明させます。

○事務局長（高崎利明君） それでは、事

務局から説明させていただきます。

単記無記名でありますので、投票用紙の

枠の中に被選挙人の氏名を一人お書きくだ

さい。他のことを書きますと無効となりま

す。白票も無効となります。

以上で、説明を終わります。

○臨時議長（大江道男君） 投票用紙への

記載をお願いします。

点呼を命じます。事務局長が議席番号と

氏名を呼び上げますので、順番に投票願い

ます。

○事務局長（高崎利明君） それでは、議

席番号と氏名を申し上げます。

１番稲垣淳一議員、２番戸澤義典議員、３

番中嶋すみ江議員、４番吉住博幸議員、５

番橋本博之議員、６番髙橋秀明議員、７番

大原昇議員、８番上杉晃央議員、９番早瀨

仁志議員、１０番古舘繁夫議員、１１番岡

本美代子議員、１２番坂田美栄子議員、１

３番新鞍峯雄議員、１４番大江道男議員。

（投  票）

○臨時議長（大江道男君） 投票漏れはあ

りませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（大江道男君） 投票漏れなし

と認めます。

これで投票を終わります。

これから開票を行います。

上杉晃央さん、岡本美代子さん、開票の

立ち会いをお願いします。

（開  票）

○臨時議長（大江道男君） 選挙の結果を

報告します。

投票総数１４票。これは、先ほどの出席

議員数に符合いたしております。そのうち

有効投票１４票、無効投票０票です。

有効投票のうち、大原昇さん８票、吉住

博幸さん６票。

以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は４票です。

したがって、大原昇さんが議長に当選さ

れました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開鎖）

○臨時議長（大江道男君） ただいま議長

に当選された大原昇さんが議場におられま

すので、会議規則第３３条第２項の規定に

より、当選の告知をします。

議長に当選されました大原昇さんから、

発言を求められておりますので、これを許

します。

大原昇さん、登壇願います。

○議長（大原 昇君） 〔登壇〕 今、選

挙の結果、無事というか議長に選ばれまし

た。これは本当に責任の重い職だと思って

おります。まして、吉住さんが最後に言わ

れた議員の資質を高める、これもやはり相

当大事なことだと思っております。これも

町民の負託にこたえる議会でなければなら

ないための、一つの方法だと思っておりま

す。私はやはり、先ほどから申し上げまし

たとおり、議会改革、これを第一の優先と

して考えていきたいと思っております。や

はりこの改革がなければ、これからの先、

１０年、２０年、３０年後のことを考える

と、やはり議会改革をしながら、美幌町の

ことを思っていく。そして、町民の負託に

応える議会でなければならないというふう

に思っておりますので、このあと１３名の

議員のお力を借り、そして行政の皆様のお

力を借り、最後に町民の力、声をしっかり

聞きながら、行政に反映していきたい、議

会に反映していきたいと思っております。

どうぞ、あと４年間よろしくお願いいたし

ます。

○臨時議長（大江道男君） これで、臨時

議長の職務は全部終了いたしました。御協

力ありがとうございました。

大原議長、議長席にお着き願います。

（大原議長、議長席に着く）

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第４ 会期の

決定を議題とします。

お諮りします。

今臨時会の会期は本日１日としたいと思

いますがこれに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日１日と決定しま

した。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○臨時議長（大江道男君） 諸般の報告を

行います。

諸般の報告は、事務局長から報告させま

す。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したもの配付しておりますので、御了承
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願います。

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

使用を許可しておりますので、あわせて御

承知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。

午前１０時４５分 休憩

（副議長選挙候補者の所信表明）

―――――――――――――――――――

午前１１時１０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

◎日程第５ 選挙第３号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 選挙第

３号副議長の選挙を行います。

選挙は投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

○議長（大原 昇君） ただいまの出席議

員数は１４名です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第３２条第２項の規定により、

立会人に９番早瀨仁志さん。１３番新鞍峯

雄さんを指名します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

○議長（大原 昇君） 投票用紙の配付漏

れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 配付漏れなしと認

めます。

投票箱を点検します。

（投票箱の点検）

○議長（大原 昇君） 異常なしと認めま

す。

念のため申し上げます。投票は単記無記

名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載

の上、点呼に応じて順次投票願います。

なお、詳細については事務局長から説明

させます。

○事務局長（高崎利明君） それでは事務

局から説明させていただきます。単記無記

名でありますので、投票用紙の枠の中に、

被選挙人の氏名を１名をお書きください。

他のこと書きますと、無効となります。白

票も無効となります。

以上で説明を終わります。

○議長（大原 昇君） 投票用紙への記載

をお願いいたします。

点呼を命じます。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げま

すので、順番に投票願います。

○事務局長（高崎利明君） それでは、議

席番号と氏名を申し上げます。

１番稲垣淳一議員、２番戸澤義典議員、３

番中嶋すみ江議員、４番吉住博幸議員、５

番橋本博之議員、６番髙橋秀明議員、７番

大原昇議員、８番上杉晃央議員、９番早瀨

仁志議員、１０番古舘繁夫議員、１１番岡

本美代子議員、１２番坂田美栄子議員、１

３番新鞍峯雄議員、１４番大江道男議員。

（投  票）

○議長（大原 昇君） 投票漏れはありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 投票漏れなしと認

めます。

これで投票を終わります。

これから開票を行います。早瀨仁志さ

ん、新鞍峯雄さん開票の立ち会いをお願い

いたします。

（開  票）

○議長（大原 昇君） 選挙の結果を報告

します。

投票総数１４票、これは先ほどの出席議

員に符合しております。

そのうち有効投票１４票、無効投票０票

です。

有効投票のうち、吉住博幸さん１１票、

上杉晃央さん３票。以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は４票です。
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したがって、吉住さんが副議長に当選さ

れました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開鎖）

○議長（大原 昇君） ただいま副議長に

当選されました、吉住さんが議場におられ

ますので、会議規則第３３条第２項の規定

により当選の告知をします。

副議長に当選されました吉住さんから発

言を求められておりますので、これを許し

ます。

吉住さん、登壇をお願いいたします。

○副議長（吉住博幸君） 〔登壇〕 立場

は違いますが、本当に皆さんに感謝を申し

上げたいと存じます。質を高める。こうな

ければ、議会の議員としての役割、役目、

議会自ら責任を取らされるはめになるので

はないか。共通した認識でいてくださった

ことを感謝したいと存じます。ただ、私は

副議長に立候補するに当たって、一つだけ

皆さんに申し述べたことを復唱させていた

だきます。副議長の基本的な責務は、大原

議長、新議長に対して誠心誠意、議長が行

おうとすることを手助けるということであ

ります。そういう意味では、副議長という

立場は横断的に皆さんとの会話を持てる、

このことが最大の役割だと、そして与えら

れた仕事の中で、皆さんを説得をし、納得

をさせて、新議長のこの４年間の方向付け

を支えていくことを改めてお誓い申し上げ

ます。どうもありがとうございました。

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。

再開は、おおむね２時をめどといたしま

す。

午前１１時２５分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時００分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 議席の指定

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議席の

指定を行います。

議席は会議規則第４条第１項の規定によ

り、議長において指定します。

各議員の氏名と議席番号は、お手元に配

付しました議席表のとおり指定します。

それぞれ、ただいま指定の議席に移動願

います。

暫時休憩いたします。

午後 ２時０１分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時０３分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 選任第１号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 選任第

１号常任委員の選任を行います。

お諮りします。

常任委員の選任については、委員会条例

第７条第２項の規定により、総務文教厚生

常任委員に、２番大江道男さん、３番新鞍

峯雄さん、４番上杉晃央さん、６番戸澤義

典さん、１０番吉住博之さん、１２番中嶋

すみ江さん、１３番古舘繁夫さん。

経済建設常任委員に、１番高橋秀明さ

ん、５番稲垣淳一さん、７番早瀨仁志さ

ん、８番岡本美代子さん、９番坂田美栄子

さん、１１番橋本博之さん、１４番大原

昇、以上のとおり指名したいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しましたとお

り、常任委員に選任することに決定しまし

た。

暫時休憩します。

次に、議長の常任委員の辞任の件を議題

としますので、副議長と交代します。

午後 ２時０５分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時０６分 再開
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○副議長(吉住博幸君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎議長の常任委員辞任について

○副議長(吉住博幸君） ただいま経済建設

常任委員に選任されました議長から、常任

委員を辞任したい旨の申し出がありまし

た。

議長はその責務上、どの委員会にも出席

する権限を有しているほか、可否同数の際

における裁量権など議長固有の権限を考慮

するとき、一個の委員会に委員として所属

することは適当ではなく、また行政実例に

おいても、議長の辞任を認めているところ

でもありますので、経済建設常任委員を辞

任したいとするものです。

お諮りします。

辞任について許可することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長(吉住博幸君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議長の経済建設常任委員の

辞任については、許可することに決定いた

しました。

暫時休憩いたします。

休憩中に各常任委員会では、委員会を開

催し、常任委員長の互選を行ってくださ

い。

再開は、午後２時３５分とします。

午後 ２時０８分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時４０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。

休憩中に開催された各常任委員会におい

て、委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果の報告が議長の手元に参りました

ので報告します。

総務文教厚生常任委員会の委員長に大江

道男さん、副委員長に上杉晃央さん。

経済建設常任委員会の委員長に坂田美栄

子さん、副委員長に早瀨仁志さん。

以上のとおり互選された旨の報告があり

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第８ 選任第２号

○議長（大原 昇君） 日程第８ 選任第

２号議会運営委員の選任を行います。

お諮りします。

議会運営委員の選任については、委員会

条例第７条第２項の規定により、７番早瀨

仁志さん、９番坂田美栄子さん、１０番吉

住博幸さん、１１番橋本博之さん、１２番

中嶋すみ江さん、以上のとおり指名したい

と思いますが、これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しましたとお

り、議会運営委員に選任することに決定し

ました。

暫時休憩します。

休憩中に議会運営委員会を開催し、委員

長の互選をお願いいたします。

再開は午後３時１５分といたします。

午後 ２時４３分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ３時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。

休憩中に開催された議会運営委員会にお

いて、委員長及び副委員長の互選が行わ

れ、その結果の報告が議長の手元に参りま

したので報告いたします。
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委員長に橋本博之さん、副委員長に中嶋

すみ江さん、以上のとおり互選された旨の

報告がありました。

―――――――――――――――――――

◎日程第９ 選挙第４号

○議長（大原 昇君） 日程第９ 選挙第

４号美幌・津別広域事務組合議会議員の選

挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項の規定により指名推選にした

いと思いますが、これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、選挙の方法は指名推選によ

ることに決定しました。

指名の方法については、議長において指

名することにしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議長において指名すること

に決定しました。

美幌・津別広域事務組合議会議員に、高

橋秀明さん、大江道男さん、新鞍峯雄さ

ん、岡本美代子さんを指名します。

お諮りします。ただいま議長が指名しま

した４人の方を、美幌・津別広域事務組合

議会議員の当選人とすることに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しました髙橋

秀明さん、大江道男さん、新鞍峯雄さん、

岡本美代子さんが美幌・津別広域事務組合

議会議員に当選されました。

ただいま当選された４人の方が議場にお

られますので、会議規則第３３条第２項の

規定により、当選の告知をします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１０ 町長就任宣誓

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 町長

就任宣誓。去る５月１日に美幌町長に就任

された土谷町長から、美幌町自治基本条例

第３４条の規定により、就任時の宣誓をし

たい旨の申し入れがありましたので、これ

を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君） ［登壇］ 宣誓。

私は、町長という地位が町民の皆さんの

信託によるものであることを深く認識し、

地方自治の本旨に基づき、住民福祉の増進

を図るとともに、美幌町自治基本条例の基

本理念の実現のため、公正かつ誠実に職務

に邁進することを誓います。

平成２７年５月１１日、北海道美幌町長

土谷耕治。

―――――――――――――――――――

◎所信表明及び提出案件の概要説明

○議長（大原 昇君） 町長から、所信表

明及び本臨時会に提案している案件の概要

説明をしたいとの申し入れがありますの

で、これを許します。

町長。

○町長（土谷耕治君） ［登壇］ 平成２

７年第２回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、３期目の町政運営に対する所信の一端

を述べさせていただき、議員各位並びに町

民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存

じます。

私は、去る４月２６日に行われました美

幌町長選挙におきまして、多くの町民の皆

様の御支持をいただき、当選の栄に浴する

ことができ、引き続き町政を担わせていた

だくこととなりました。２万１,０００人町

民の皆様の熱い期待にお応えできるよう、

２期８年の経験を力に、また新たな決意と

信念を持って、町長の責務を担っていく覚

悟でございます。

４年間を振り返りますと、２期目の就任
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が４年前の３月１１日に未曾有の被害をも

たらした東日本大震災の発生直後という時

期で、日本は大混乱の中にあったことが鮮

明に思い出されます。４年たった今でも復

興は道半ばにあり、本町からの職員派遣も

４年目を迎えておりますが、まだまだ先が

見えない厳しい状況で、息の長い支援を続

けてまいりたいと考えております。

国内情勢は、経済に関し歴史的な円高が

続き低迷する中、平成２４年１２月に安倍

新政権が発足し、アベノミクスの３本の矢

は、前政権のコンクリートから人へとは全

く対称的な政策を打ち出し、そのうえ円

安、株高が急速に進み、活気が見え始めた

一方で、現在は円安に伴う価格の高騰やＴ

ＰＰ交渉など、先行きに対してさまざまな

不安要素に包まれている状況の中にありま

す。

また、歯どめがかからない少子高齢化に

対し、国は人口減少対策と、地方の再生を

図るため、地方創生関連法を整備し、地方

においてもこれに呼応すべく、人口ビジョ

ン総合戦略の策定に着手したところであり

ます。

日本は今、人口減少対策を初めとして、

経済再生、震災復興、社会保障改革、教育

再生、地方創生、外交・安全保障の立て直

しなど大改革を行う時期にあります。

美幌町においては、高齢者福祉サービス

の充実を図るため、民間移譲した特別養護

老人ホーム緑の苑が移転改築し、新型特養

の運営がスタートし、住民の生命を守る施

策では、他の自治体に先駆けて、消防救急

無線のデジタル化を整えたところでありま

す。

文化振興では住民待望のびほーるをオー

プンさせ、スポーツ振興ではソチオリンピ

ック・パラリンピックに４人もの本町出身

の選手が出場し、町民に感動と夢を与えて

くれました。

町立病院改革では９名の常勤医師確保を

初め、信頼される医療提供体制の改革に着

手いたしたところであります。

財政運営では、過疎法の一部改正により

本町が地域指定され、有利な財源の活用が

可能となりました。さらに懸案事項であっ

た経過措置が満了時期を控えていた不採算

地区病院にかかる特別交付税措置が恒久的

な措置に制度改正が実現されました。

国全体が変革期にあって、極めて厳しい

自治体運営を強いられる中、町民の皆さん

と力を合わせ、懸案事項を着実に推進して

きたと受けとめており、将来への手応えも

感じているところであり、こうした流れを

止めては、新しいまちづくりはできないも

のと確信しているところであります。

国においては地方分権、地域主権、そし

て地方創生と地方の取り組みに期待を高

め、地方にとっても新たな時代を迎えよう

としております。

美幌町の将来を見据えると、人口推計に

示されてるように、このままでは少子高

齢、人口減少傾向が進むことは明らかであ

ります。しかし、我が町には多くの優れた

人材と豊かな自然、豊富な地域資源があり

ます。こうした地域資源を守る一方で、さ

らなる利活用を図り、人材の結集と総合的

な地域力を発揮することにより、新たな企

業を生み出し、雇用の創出を図るなど、将

来にわたって大きな可能性を秘めたまちで

あると確信しているところであります。私

は町民の皆さんが、安心安全に住み、生活

することができ、住んでいてよかったと実

感でき、長生きを楽しめる、将来に希望や

夢の灯りがともり、小さくてもキラリ夢輝

くまちづくりを目指してまいります。

その実現のために、１０の基本目標と４

０の主な事業を掲げ、任期中に実現を図る

ことを町民の皆さんにお約束してまいりま

した。

基本目標として、第１にＴＰＰ参加を阻

止し、農業、林業、酪農、畜産業の振興を

図ります。

第２に、人口減少、高齢化、子育て支
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援、若者対策に取り組みます。

第３に、地域医療、保健、介護、福祉の

確保を図ります。

第４に、特産品の開発、ブランド化の推

進、観光対策に取り組みます。

第５に、公共施設、事業の整備を進めま

す。

第６に、中心市街地活性化に取り組みま

す。

第７に、災害、減災、安心安全対策に取

り組みます。

第８に、自衛隊駐屯部隊の充実整備に取

り組みます。

第９に、広域行政の推進を図ります。

第１０に、高規格道路、基幹道路整備に

取り組み、基本目標の実現に向けて全力を

傾注していく覚悟であります。

２期８年の反省すべき点と、今後４年間

の目指す目標を改めて自覚し、町民の皆さ

ん、議会議員の皆さんを初め、関係各位の

御指導、お力添えをいただき、限られた予

算と４年間の任期の中で、町民の皆さんの

願いと夢を形にしていくのが私に与えられ

た使命であると考えております。

小さな声にも耳を澄まし、町民の皆さん

と向かい合い、話し合い、多くの力を結集

することを基本に、スピード感を持って、

さらに前へ向かって全力を尽くしてまいり

ます。

以上、これからの町政を進める上での所

信の一端を申し上げましたが、全てが一朝

一夕にできるとは、もとより思ってはおり

ません。町民の皆さんに一番身近で、基礎

的な自治体である町は、健全財政の基盤の

上に立って、継続的に安定した行政サービ

スを提供していくことを使命としており、

途切れのない息の長い仕事であります。ど

うか私の決意と覚悟をお酌み取りいただ

き、議員各位並びに町民の皆様におかれま

しては、今後の町政運営に対しまして一層

の御指導、御理解、御協力を賜りますよ

う、心からお願い申し上げまして、私の所

信表明といたします。

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。

専決処分の承認について。

専決処分の承認についてでありますが、

まず美幌町税条例等の一部を改正する条例

制定については、地方税法が改正されたこ

とに伴い、平成２７年度の町税課税を行う

ため急を要したこと。

美幌町介護予防・生活支援事業条例の一

部を改正する条例制定については、平成２

７年度介護報酬が改定されたことに伴い、

サービス利用者からの手数料徴収のため急

を要したこと。

平成２６年度一般会計補正予算（第１３

号）については、繰越明許費に伴う会計処

理等のため急を要したこと。

平成２６年度国民健康保険特別会計補正

予算（第５号）については、療養給付費負

担金の確定に伴う会計処理などのため急を

要したこと。

平成２６年度介護保険特別会計補正予算

（第５号）については、介護サービス給付

費の確定に伴う会計処理等のため急を要し

たこと。

平成２６年度公共下水道特別会計補正予

算（第５号）については、建設事業費の確

定に伴う会計処理等のため急を要したこと

により専決処分をいたしましたので、御承

認を賜りたいのであります。

人事案件について。

同意第２号については、議会議員から選

任しております監査委員の宗像密琇氏は、

平成２７年４月３０日をもって任期満了と

なりましたので、その後任の選任について

御同意を賜りたいのであります。

同意第３号については、本町監査委員髙

木清氏は、平成２７年６月２２日をもって

任期満了となりますので、引き続き髙木

清氏を選任いたしたく、御同意を賜りたい

のであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれ
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ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げ、提出案件の概要説明とさせていた

だきたいと思います。

―――――――――――――――――――

◎日程第１１ 承認第４号

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 承認

第４号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、議

案書の９ページをお開きいただきたいと思

います。

承認第４号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により、これを町議会に報告

し承認を求めるということで、次の１０ペ

ージをごらんいただきたいと思います。

専決処分書。

平成２７年度町税課税のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。

平成２７年３月３１日美幌町長土谷耕

治。

専決処分の内容につきましては、次の１

１ページから御説明を申し上げますので、

１１ページをご覧いただきたいと思いま

す。

美幌町税条例等の一部を改正する条例に

ついて御説明を申し上げます。

改正内容につきましては、参考資料で御

説明をいたしますので、参考資料の１ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

資料１、承認第４号関係、条例名、美幌

町税条例等の一部を改正する条例。

制定目的は、地方税法の一部改正に伴

い、所要の税条例等の改正を行うものであ

ります。

改正内容でありますが、まず大きな一つ

目といたしましては、個人町民税、法人町

民税についてでありますが、消費税率１

０％への引上げ時期が平成２７年１０月か

ら平成２９年４月に１年６カ月延期された

ことを受け、住宅取得に係る消費税負担増

を緩和するため、所得税と同様に個人住民

税における住宅借入金等特別税額控除、い

わゆる住宅ローン控除につきましても、そ

の適用期限を平成２９年１２月３１日から

平成３１年６月３０日まで１年６カ月間延

長するというものでございます。

施行につきましては、平成２７年４月１

日施行でございます。

もう１点目でありますが（２）としまし

て、ふるさと納税を促進し、地方創生を推

進するための改正を行おうというものでご

ざいまして、①といたしまして、特例控除

額の控除限度額につきまして、所得割の現

行は１割まででございましたが、これを２

割に引き上げる措置を講ずるもの。

②番目といたしまして、ふるさと納税に

係る寄附金控除はワンストップで受けられ

る制度をマイナンバーあるいはマイポータ

ルを活用した簡素化を図るまでの間、特例

的な仕組みといたしまして当分の間、創設

をするもので、まずワンストップ特例が多

く受けられる対象者といたしましては、平

成２７年４月１日以降に寄附をされた方、

確定申告が不要な給与所得者等ふるさと納

税先が５団体以内の方ということでござい

ます。もう１点目、申請の流れでございま

すが、まずアといたしまして、ふるさと納

税先公共団体にふるさと納税をする際に、

特例申請書を自治体に出します。それから

イといたしまして、ふるさと納税先地方公

共団体は、寄附者の住所地市町村に対して

納税者情報やふるさと納税情報の通知を行

います。ウといたしまして、寄附者の住所

市町村はふるさと納税をした全額を翌年度

分の個人住民税の減額を行うことになりま

す。よって、所得税の確定申告が不要とい

うことに変更となります。

これについて平成２７年４月１日以降か
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ら施行しようとするものでございます。  

（３）でありますけれども、法人町民税

の関係でございます。法人町民税の均等割

の税率区分の基準についてでありますが、

現行の資本金等の額を原則としつつ、資本

金等の額が、資本金の額及び資本準備金の

額の合算額または出資金の額に満たない場

合には、現行の資本金等の額を資本金の額

及び資本準備金の額の合算額または出資金

の額に改正をしようとするものでございま

す。

また法人事業税資本割に合わせまして、

資本金等の額から無償減資・資本準備金の

取り崩し額を控除するとともに、無償増資

の額を加算する措置を講じようとするもの

でございます。

施行につきましては、平成２７年４月１

日からでございます。

次に大きな二つ目であります。２ページ

であります。固定資産税・都市計画税につ

いてであります。

これについては１点、固定資産税・都市

計画税の土地に係る税額の算出につきまし

ては、現在負担調整措置が講じられてお

り、３年ごとの評価替えに合わせて検討す

ることとしているところでございますが、

デフレ脱却が現在最優先の政策課題である

ことなどから、現行の仕組みを継続するこ

ととし、平成３０年の次期の評価替えま

で、この間検討を進めることとされたもの

でございます。施行は平成２７年４月１日

施行でございます。

次、大きな３点目、軽自動車税でござい

ます。

軽自動車税につきましては、昨年３月３

１日付けで税条例の一部の改正を行いまし

て、かねてから問題視をされていました小

型自動車と軽自動車の税負担の格差是正を

図るため、軽自動車の税率引き上げの専決

報告をさせていただき、平成２７年４月１

日または平成２８年４月１日施行としてお

りましたけれども、（１）に書いてありま

すように平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までに新規取得した四輪以上

及び三輪の軽自動車について、その排気ガ

ス性能及び燃費性能に応じたグリーン化特

例、いわゆる環境への負荷の低減に資する

ための施策でありますが、これらの税率を

次のとおり平成２８年度分の軽自動車税に

限って、それをそれぞれ適用するというこ

とでございます。

施行日は平成２７年４月１日施行という

ことで、３区分に分けて①、②、③となっ

ておりますが、これは排気ガス性能及び燃

費性能に応じ、上から①が７５％、真ん中

②が５０％、③が２５％軽減をしようとす

る改正でございます。次に３ページをお開

きいただきたいと思います。

軽自動車税の二つ目でありますが、

（２）といたしまして、原動機付自転車、

二輪車及び小型特殊自動車等に係る税率の

引き上げ時期を平成２７年４月１日から平

成２８年４月１日に１年間延期をする措置

を講じるものでございます。

次、大きな４番目、国民健康保険税であ

りますが、まず１点目といたしましては、

国民健康保険税の課税限度額を現行の５１

万円から５２万円に、後期高齢者支援金の

課税限度額を現行１６万円を１７万円に、

介護納付金の課税限度額を現行１４万円か

ら１６万円にそれぞれ引き上げる措置を講

ずるものでございます。

二つ目であります。国民健康保険税の軽

減措置につきまして、５割軽減の対象とな

る世帯の被保険者の数に乗ずべき金額を現

行２４万５,０００円を２６万円に、２割軽

減の対象となる世帯の被保険者の数に乗ず

べき金額を現行の４５万円から４７万円に

それぞれ引き上げ措置を講ずるものでござ

います。

施行日につきましては平成２７年４月１

日からでございます。

５番その他につきましては、地方税法の

改正に伴う引用条項、字句の整理を行った
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ところでございます。

根拠法令等につきましては地方税法であ

ります。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いをいたします。

なお、参考資料の４ページから２１ペー

ジに新旧対照表を添付しておりますので、

御参考にしていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから承認第４号、専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

［賛成者起立］

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定

しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 承認第５号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 承認

第５号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の１８ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

承認第５号専決処分の承認について御説

明いたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを町議会に報告し、承

認を求める。

１９ページでございます。

専決処分書。

平成２７年度美幌町介護予防・生活支援

事業に係るサービス利用者からの手数料徴

収のため急を要するので、地方自治法第１

７９条第１項の規定により、次のとおり専

決処分する。

平成２７年３月３１日美幌町長土谷耕

治。

２０ページでございます。

美幌町介護予防・生活支援事業条例の一

部を改正する条例制定について。

美幌町介護予防・生活支援事業条例の一

部を改正する条例を次のように改正する。

改正内容につきましては参考資料で御説

明をいたしますので、参考資料２２ページ

をお開きいただきたいと思います。

資料２、承認第５号関係、条例名は美幌

町介護予防・生活支援事業条例の一部を改

正する条例でございます。改正目的につき

ましては、平成２７年度介護報酬基準につ

きまして厚生労働省告示が平成２７年３月

１９日に官報において交付されました。利

用者から徴収する手数料につきましては、

４月１日から徴収しなければならないとい

うことで、これに間に合わせるために条例

を専決処分しまして、厚生労働省令で示す

額に一部を改正したというものでございま

す。

改正内容につきましては、介護報酬改定

により生活援助事業、入浴サービス事業及

び短期宿泊利用サービス事業に係る利用者

の手数料を厚生労働省の示す額に改正する

というものでございます。

次ページ以降につきましては、改正前と

改正後の各サービスでございますけれど、

これを載せております。生活援助事業、そ

れから入浴サービス、短期宿泊サービスと

このように改正内容になっております。

根拠法令につきましては、介護保険法で

ございます。

施行日につきましては、平成２７年４月

１日付けでございます。

以上御説明いたしました。

御承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。
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○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この参考資料の２

３ページ以降に、それぞれ改正前、改正後

の金額だけ見ると、これは引き下げになっ

ているのですけれど、加算減算のところで

介護職員の処遇改善加算ということで、そ

れぞれ率で示されておりまして、ちなみに

美幌町の各施設で職員の処遇をどういうふ

うに職員体制を整えているかによって、加

算されるされないということが出てくると

思うのですけども、全体的には利用者の負

担がこの加算によって、美幌町全体でふえ

ていくのかどうか、その辺の状況がわかれ

ば参考に教えていただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今回の介護報

酬の改正につきましては、やはり施設系に

ついては減少傾向にあります。訪問系につ

いては総体でございますけれども、約４.

８％増加するという形なっております。

例えば、特別養護老人ホームの施設系で

いけばマイナス２.４％。ですから訪問看護

系については、やはり負担が増えるという

ような形になろうかと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 介護保険事業全体

の中では、ちょっと当初予算の部分が頭に

なかったのですが、これらの改正によって

総体的には介護保険の予算のほうの増減と

いうのはどのような影響を考えられます

か。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） やはり総体的

にはふえる形になろうかと思います。減額

する分がございますけれども、やはり介護

認定者の増加だとかそういうこともござい

ますので、事業が膨らんでいくというよう

な形になろうかと思います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

これで質疑を終わります。

これから承認第５号、専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

［賛成者起立］

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定

しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 承認第６号

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 承認

第６号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の２５ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

承認第６号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分をしたので、同条第

３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求めるということで、次の２６ペー

ジをご覧いだきたいと思います。

専決処分書。

平成２６年度美幌町一般会計補正予算

（第１３号）について、繰越明許費に伴う

会計処理等のため急を要するので、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分する。

平成２７年３月３１日、美幌町長土谷耕

治。

専決処分の内容につきましては、次の２

８ページから御説明申し上げます。

平成２６年度美幌町一般会計補正予算

（第１３号）について御説明申し上げま

す。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算

（第１３号）は次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、繰越明許費
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の予算化、年度末におけます額の確定、ま

たは実績に基づきます整理を行ったもので

ございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億１,９１９万９,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０２億５,５７０万

３,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。

繰越明許費。

第２条地方自治法第２１３条第１項の規

定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、第２表繰越明許費で御

説明を申し上げます。

地方債の補正。

第３条地方債の変更は、第３表地方債補

正で御説明申し上げます。

それではまず、３３ページをお開きいた

だきたいと思います。

第２表繰越明許費について御説明を申し

上げます。

地方公共団体の会計年度は、毎年４月１

日に始まり翌年３月３１日に終わるもので

ありますが、地方自治法第２１３条の規定

で性質上または予算成立後の事由に基づ

き、年度内に支出が終わらない見込みにあ

るものにつきましては、予算の定めるとこ

ろによりまして、翌年度に繰り越して使用

することができることとされておりまし

て、この経費を繰越明許費というものでご

ざいます。

今回専決処分におきまして、この繰越明

許費について、ここに記載のとおり１３事

業について、予算化を図ったところでござ

います。

主なものにつきましては、この１３事業

のうち１２事業、５行目の農林水産業費の

道営土地改良事業以外の１２事業につきま

しては、先の３月定例会で御提案をさせて

いただきました地域活性化、地域住民生活

等緊急支援事業、全額繰り越しの分でござ

います。

まず５行目、道営土地改良事業１６８万

５,０００円の繰越明許費の予算の設定でご

ざいますが、これにつきましては対象地区

といたしましては、田中地区と美禽地区の

２地区で、現地の条件に即した工法を検討

した結果、２７年度に事業を繰り越して実

施することとなったことにより繰り越しを

しようとするものでございます。

残りの１２事業につきましては、今申し

上げましたように、３月定例会に提案をさ

せていただいた事業でございますが、この

事業につきましては、地域の消費喚起な

ど、スピード感を持って的を絞った事業を

実施する地域消費喚起生活支援型といたし

まして４事業、それから雇用対策など、地

域が直面する構造的な課題に実効ある取り

組みを通じて、地域の活性化に資する地方

創生先行型といたしまして８事業、合わせ

て１２事業、事業費として総額１億４,９１

４万８,０００円でありまして、このうち

９,４７８万２,０００円が国からの交付金

で措置されるものでございます。

今回の繰越明許費の総額、１３事業につ

きましては、合計で１億５,０８３万３,０

００円、このうち一般財源は５,００９万

９,０００円を見込んでいるところでござい

ます。

次に３４ページをごらんいただきたいと

思います。

第３表地方債補正について御説明を申し

上げます。

３事業ございますが、まず１点目のコミ

ュニティセンター耐震補強事業であります

が、これはコミュニティセンターの大集会

室、通称体育館と呼んでいるところでござ

いますが、これの工事でありますけれど

も、過疎債のハード事業として充当率１０

０％の事業であります。これにつきまして

入札執行残が発生いたしまして、この執行

残を活用いたしまして足場経費等工事が安

価で施工されるために、合わせて追加とい
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たしましてＬＥＤ化工事を行ったものでご

ざいます。この財源について、過疎債の対

象事業の中で不用額が発生し、当該事業の

充当が認められたために、１６０万円増額

し３,９５０万円としたものでございます。

次の住宅リフォーム促進事業であります

が、これにつきましても起債は過疎債のソ

フト、充当率１００％の事業であります。

これにつきましては、３月議会で補正をさ

せていただきまして、１３０件の見込みで

整理をさせていただいたところでございま

すが、その後１件の辞退が出たために３０

万円減額し、４,２５０万円と限度額をした

ところでございます。

最後に博物館冷暖房設備等改修事業であ

りますが、これにつきましても起債といた

しましては過疎債のハード事業、充当率１

００％であります。

これにつきましては事業費の確定による

整理でございまして、７００万円を減額し

１億３,８３０万円といたしたところでござ

います。

今回の補正の結果、平成２６年度の地方

債借入額の総額は８億５,３８０万円となる

ものでございます。

それでは、次に歳出を御説明いたします

ので、５１、５２ページをお開きいただき

たいと思います。

歳出でございますが、今回の補正につき

ましては、年度末におけます額の確定また

は実績に基づきます整理が主であります

が、まず議会費の議員報酬並びに政務活動

費交付金の減額につきましては、松浦議員

の辞任に伴う整理でございます。

それから２段飛びまして、企画費の政策

推進事業費の増、積立金２９７万１,０００

円の増額補正でございますが、これにつき

ましては１月５日から３月３０日にかけて

いただきましたふるさと寄附金４０８件、

３０５万１,０００円のうち、使途指定のな

い３９６件、２９７万１,０００円をふるさ

とづくり基金へ積み立てをしようとするも

ので、これによりまして基金の年度末残高

は９,１０４万４,０００円となる見込みで

ございます。

このページの１番下、交通安全費の交通

安全対策推進事業費の増、積立金２００万

円の増額補正でございますが、これは３月

２６日、一般社団法人美幌地区交通安全協

会付設美幌自動車学校代表理事会長石澤信

勝様から、高齢者の交通事故抑止対策に役

立ててほしいと、２００万円の御寄附をい

ただき、交通安全推進基金へ積み立てをし

ようとするものであります。これによりま

して年度末の基金残高は１,１１４万１,０

００円となる見込みでございます。

次に、５３、５４ページをお開きいただ

きたいと思います。

上から２段目、財政調整等基金積立金の

増、積立金２億２,７９２万３,０００円の

増額補正でございますが、年度末整理に伴

います執行残、また特別交付税等の確定に

より、まず１点目、平成２７年度を補正財

源といたしまして、財政調整基金へ積立金

として２,７７２万８,０００円の増額を、

２点目、町民会館改築財源あるいは医療機

器更新財源など将来の財源確保のため、公

共施設整備基金への積立金として２億円の

増額を、３点目、１月３０日栄町３丁目阿

部順子様から、夫正己様が生前町にお世話

になり、図書購入に役立ててほしいと１０

万円の御寄附をいただいたこと、２月１２

日東３条南４丁目今正治様から、妻ナミコ

様が生前町にお世話になり、図書購入に役

立ててほしいと５万円を、３月６日、報徳

大屋委代様から図書館蔵書に役立ててほし

いと１万円を、３月１３日、匿名の方から

図書館蔵書に役立ててほしいと１万円を、

図書館の寄附をいただきました。それから

また、図書館の雑誌スポンサー制度広告料

として２社から２万４,８００円をいただき

ました。合計１９万５,０００円を財政調整

基金へ積み立てをしようとするものでござ

います。これによりまして、基金の年度末
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残高は、財政調整基金が１２億４,１８６万

９,０００円に、公共施設整備基金は１３億

１,３４１万１,０００円になる見込みでご

ざいます。

以下は年度末の整理でございます。

次に５５、５６ページをお開きいただき

たいと思います。上から３段目、民生費社

会福祉総務費の一般事務費の増の積立金３,

００８万円の増額補正でございますが、ま

ず、２月３日から３月２６日にかけていた

だいたふるさと寄附金のうち、福祉への使

途指定分として１２件分、８万円を福祉基

金へ積み立てすることと、年度末の財源調

整により特別養護老人ホーム改築補助財源

として３,０００万円を福祉基金へ積み立て

ることといたしまして、合計３,００８万円

の増額をしようとするものでございます。

これによりまして、福祉基金の年度末残高

は３億６,７１３万２,０００円となる見込

みでございます。

次の４他会計負担事業費の増、繰出金、

国民健康保険特別会計繰出金９３２万７,０

００円の増額でございますが、これにつき

ましては、主に低所得者世帯の軽減分の確

定による保険基盤安定事業費の増に伴う繰

出金の増でありまして、国２分の１、道４

分の１、町４分の１の負担でございます。

次、５７、５８ページをお開きいただき

たいと思います。このページと次の６０ペ

ージにつきましては、年度末におけます額

の確定または実績によります整理でござい

ます。

６２ページをお開きいただきたいと思い

ます。上の段の４健康づくり事業費の減、

業務等委託料のうち、脳ドック検診委託料

６６万７,０００円の増と肝炎ウイルス検査

委託料１８万５,０００円の増額補正につき

ましては、受診者の実績増となったところ

でございまして、特に脳ドックにつきまし

ては、美幌クリニックの３月閉院の影響も

ありまして、駆け込みによる増も要因の一

つになったということで、人数的には当初

２３０名を予定しておりましたが、実績で

は２９２名に増えたということでございま

す。

次に６３、６４ページをお開きいただき

たいと思います。このページから７０ペー

ジまでにつきましては、いずれも年度末に

おけます額の確定または実績によります整

理でございます。

７２ページをお開きいただきたいと思い

ます。上から２段目、社会教育振興費の芸

術文化振興事業費の増、積立金２００万円

の増額補正でございますが、年度末の財源

調整により、芸術文化振興基金へ２００万

円を積み立てるもので、これにより基金の

年度末残高は１,１８１万９,０００円とな

る見込みでございます。

以下、また次ページ以降につきましても

年度末整理でございます。

それでは次に、歳入を御説明いたします

ので、３９、４０ページにお戻り願いたい

と思います。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をしたいと思います

が、これに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

―――――――――――――――――――

◎会議時間の延長の宣告

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 承認第６号

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 引き続き歳入

を御説明いたしますので、３９、４０ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

歳入でございますが、このページにつき
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ましては、額の確定に伴います整理でござ

います。

次に４２ページをごらんいただきたいと

思います。中ほどの地方交付税の増、２億

３,６２４万３,０００円の増額であります

けれども、まず１点目は普通交付税の調整

率が平成２６年度なくなったことから、調

整分４６１万５,０００円が追加交付となっ

たこと、２点目は特別交付税の額の確定に

より、２億３,１６２万８,０００円の増額

補正となったもので、平成２６年度の交付

税は普通交付税で３８億２,９７４万８,０

００円、特別交付税では３億５,１６２万

８,０００円、合計交付税は４１億８,１３

７万６,０００円で対前年比１.０％の減と

なったところであります。ほかにつきまし

ては額の確定等による年度末の整理でござ

います。

１ページめくっていただきまして、４４

ページをごらんいただきたいと思います。

５段目、社会福祉費負担金の保険基盤安定

事業費負担金の増、１７６万円の増額補正

につきましては、先ほど歳出の民生費の国

民健康保険特別会計繰出金の増額補正で御

説明いたしました、低所得者軽減分の確定

による保険基盤安定事業費の増に伴う国庫

負担金の増でございます。

三つ飛びまして、林業費補助金、社会資

本整備交付金の減６４５万９,０００円の減

額補正につきましては、町産材活用促進事

業補助金及びペレットストーブ購入補助金

の実績減に伴う国庫補助金の減でございま

す。

その下、がんばる地域交付金５７０万５,

０００円の新規予算化でございますが、こ

れにつきましてはアベノミクスによる景気

回復の効果を全国に波及させるため、本交

付金により波及していない財政力の弱い自

治体を支援するもので、平成２５年度の国

の補正予算第１号に計上された事業メニュ

ーが交付金算定の対象となります。本町で

は、美女地区国営かんがい排水事業、森林

環境保全整備事業、北中学校便所改修事業

の３事業が対象となりまして、地元負担額

１,７６６万２,０００円の３２.３％、５７

０万５,０００円が交付され、平成２６年度

国の予算に計上されている国庫補助事業の

補助裏に充当となるために、本町では公営

住宅駐車場整備事業に充当をするものでご

ざいます。

次に３行飛びまして、社会資本整備総合

交付金６４万８,０００円の新規予算化でご

ざいますが、これにつきましては消防庁舎

の耐震診断調査に係る国庫補助金２分の１

相当分でございます。

次に４６ページをごらんいただきたいと

思います。上から２段目、社会福祉負担金

の上段、保険基盤安定事業費負担金の増１,

４０３万３,０００円につきましては、国庫

負担金でも御説明いたしました事業の増額

に伴うものでございます。

中ほど、社会福祉費補助金の下の行、地

域づくり総合交付金９０万円の新規予算化

でございますが、これにつきましては、平

成２６年度実施の福祉灯油助成事業につい

て追加交付となったものでございます。

下のほうにまいりまして、社会教育費補

助金、家庭教育支援活動事業費補助金２３

万２,０００円と土曜日教育支援体制等構築

事業補助金１６万円の新規予算化でありま

すが、これにつきましては、いずれも補助

金の交付決定による予算化でございます。

次に４７、４８ページをお開きいただき

たいと思います。

４８ページの１番上、森林組合出資配当

金１００万円の新規予算化でありますが、

これにつきましては森林組合に出資してお

ります５万口、２,５００万円につきまし

て、平成２４年度は２％、平成２５年度は

３％でしたが、平成２６年度は４％の配当

があったところでございます。

２行飛びまして、一般寄附金の増２００

万円でありますが、歳出の交通安全費で御

説明いたしました美幌自動車学校様からの
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御寄附でございます。

その下、ふるさと寄附金の増３０５万１,

０００円の増額補正につきましては、１月

５日から３月３０日にかけていただきまし

た４０８件のふるさと寄附金でございま

す。これによりまして、平成２６年度の１

年間の合計のふるさと寄附金の総額、総件

数は、件数では１，０８８件、金額では１,

２８４万７,０００円となったところでござ

います。

それから繰入金、財政調整基金繰入金か

らパークゴルフ場及び室内ゲートボール場

施設整備基金繰入金までにつきましては、

全て財源調整等によるものでありまして、

今回減額あるいは増額をしようとするもの

でございます。それぞれの残高につきまし

ては、財政調整基金につきましては先ほど

も言いましたが、１２億４,１８６万９,０

００円、公共施設整備基金につきましては

１３億１,３４１万２,０００円、ふるさと

づくり基金繰入金につきましては９,１０４

万４,０００円、未来への森林づくり基金繰

入金につきましては、１,９８１万８,００

０円、町営住宅敷金基金につきましては３,

１３２万１,０００円、パークゴルフ場及び

室内ゲートボール場施設整備基金につきま

しては１億９,７６３万円となるものでござ

います。

次に４９、５０ページをお開きいただき

たいと思います。

上から４段目、雑入の中ほど広告料の増

２万５,０００円とありますが、これは歳出

の財政調整基金積立金で御説明いたしまし

た図書館の雑誌スポンサー制度広告料とし

ての２社からの広告料であります。

２行飛びまして、カーボンオフセット事

業交付金５２万円の新規予算化でございま

すが、これは北海道森林バイオマス吸収量

活用促進協議会、４町、下川町、足寄町、

滝上町、美幌町で構成しております協議会

のクレジット販売による収益金の美幌町へ

の配分でございます。

２行飛びまして、森林組合事業割配当金

１２４万２,０００円の新規予算化でござい

ますが、これにつきましては森林組合への

町有林造林委託事業費の１０％の配当があ

ったところでございます。その下、栄森地

区草地崩落原因者負担金８２万３,０００円

の増額補正でありますが、昨年春に発見さ

れました栄森地区草地崩落復旧に伴う治山

事業実施に伴う草地所有者からの一部負担

金の予算計上でございます。

最後の町債につきましては、先ほど地方

債補正で御説明申し上げましたので、説明

は省略させていただきます。

以上、御説明申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ４８ページの基金

のそれぞれ総務部長から歳出の中で説明い

ただいたのですが、議長にぜひお取扱いを

お願いしたいのですが、今後、補正予算の

基金の現在高というのを、結構説明が早く

書き取るのが大変なことがございますの

で、残高を書き入れていただきますと、基

金の直近の状況が議員としても把握できま

すので、質問ではないのですが、お取り計

らいいただきたいと思います。

それから５０ページの歳入で、雑入のと

ころの物品等売払の増でございますけれど

も、この増の中身と多分前年度との売り払

いの単価等の増減等がきっとあるのかと思

いますので、その辺の説明をお願いいたし

たいと思います。

次に５６ページの福祉灯油の扶助の関係

で、１２８万円の減額となっております

が、実績で何人の申請で申請率は当初予定

と比べてどうだったのかということと、対

前年と比べて増減がどのようになっている

のかを御説明いただきたいと思います。以

上でございます。

○議長（大原 昇君） 財務主幹。
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○財務主幹（小室保男君） それでは物品

等売払について、御答弁申し上げます。

内訳の詳細まで手元に持ち合わせており

ませんけれども、主な内容といたしまして

ペットボトルの売り払い代金の増、あるい

は発泡スチロールの売り払い代金の減とい

うことがございまして、すべて調整した結

果２２６万１,０００円の増額ということで

ございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 多分そういう内容

だと思うのですが、平成２５年度と比べ

て、今お話のあった例えば発泡スチロール

の減とかというのは、大幅に売払単価が下

がっているのかどうか、その辺のことにつ

いて、もしわかればお知らせください。後

からで結構ですから、分かるように単価だ

とか売り払いの量とか、そんなことを後ほ

ど教えていただけば結構でございます。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ただいまの件

は後で資料を提出したいと思います。

それから福祉灯油の関係でございます。

福祉灯油につきましては、前年度１,８２４

件に送付しております。それで申請は１,６

５０件、９０.５％、決定が１,５０１件と

いうことでございます。本年度につきまし

ては、送付件数は１,８００件、申請は１,

６０９件で、決定につきましては、１,５５

６件ということで決定率は８６.４％と、こ

の分については前年度より４％ぐらい落ち

てるという状況でございます。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ５６ページの福

祉灯油の関係が１件と、それから５８ペー

ジの障害者自立支援事業費の減というとこ

ろの１番下、介護給付費・訓練等給付費の

ところの２件についてお伺いいたします。

福祉灯油の関係では、件数についてはわ

かったのですけれども、例えばこれ、連絡

の方法で、連絡がきちっと伝わっていない

人もいなかったかなということと、それか

ら、わざわざタクシー代をかけて取りに行

くということができないという人たちの声

もあったので、そこら辺のことをどういう

ふうな整理をしたのかということと、自立

支援の関係で言いますと１,４１２万円、こ

れ給付費ですので多分利用してる人が少な

かったということだったのでしょうが、例

えば対象制限というか、制限枠が非常に厳

しくて利用できなかったということはなか

ったのか、２点についてお伺いしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 福祉灯油の件

につきましては、民生・児童委員の会議の

中でもそのように申請できない方について

は、ぜひ面倒を見てほしいというお話をし

ておりますので、やはり地域の力でいろい

ろと申請ができない方については、援助し

てもらうようなことで、私ども話をさせて

いただいております。おっしゃるとおり、

この制度がわからない方も、多少はおられ

るかなというふうには考えておりますが、

やはりその民生・児童委員さんそれから自

治会の皆さん方の協力を得ながら、進めて

いきたいというように考えております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美恵子君） 福祉灯油につい

ては理解はいたしますが、やっぱり文書を

見ても理解してない人も中にはいたという

事をお知らせしたかったということと、そ

れからタクシー代をかけて、こちらまで取

りに来るということが問題で、そこまでで

きないというか、そういうところをちょっ

とひと工夫できないかなという意見があり

ましたので、今後の取り組みとして考えて

いただければいいのかなというふうに思い

ましたので、お伝えさせていただきます。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） なかなか難し
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い問題でございますけれども、やはりいろ

いろな、例えば包括支援センターなりケア

マネージャーとか、訪問する方もおられま

すので、そういう方の協力を得ながらなる

べく１００％に近い形に進めていきたいと

そのように思っております。

自立支援の部分につきましては、特に制

限を厳しくしただとか、そのようなことは

ございません。ただ、毎年度予算を設定し

ておりますけれども、その額に達しなかっ

たということで、特に件数が減っていると

いうことではなくて、予算をある程度見込

んだのですが申請がなかった、前年度並み

の申請だったということでこのような減額

となっております。

○議長（大原 昇君） 総務部長、先ほど

の上杉議員のはまとまりましたか。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 先ほどの上杉

議員からの提案といいますか、要望といい

ますか、基金の残高でありますが、次回以

降の補正予算では、別に残高を書いたもの

をお配りするということでよろしいでしょ

うか。よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、承認第６号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は承認することに、賛成の方は起立

願います。

［賛成者起立］

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定

しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１４ 承認第７号

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 承認

第７号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の７７ペ

ージでございます。

承認第７号、専決処分の承認について御

説明いたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。

７８ページでございます。

専決処分書。

平成２６年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）について、療養給付

費負担金の確定に伴う会計処理等のため急

を要するので、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。平成２７年３月３１日、美幌町長土谷

耕治。

８０ページでございます。

平成２６年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）。

平成２６年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第５号）は次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ８,４８６万９,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２８億７８５万８,０００円とする。

第２項につきましては事項別明細書で御

説明いたします。

今回の専決補正につきましては、療養給

付費の負担金の確定に伴いまして、国庫支

出金あるいはその他の費用の実績を見込み

まして、一定の整理を行ったものでござい

ます。

歳出は８９ページ、９０ページでござい

ます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費につきましては、一般財源と特定財
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源の財源調整ということでございます。そ

の下２款療養諸費、療養給付費につきまし

ては、一般・退職療養給付費ともに、支給

見込み減少によりまして、合計額で４,４９

０万４,０００円での減額ということでござ

います。

９１ページ、９２ページをお開きいただ

きたいと思います。

２項高額療養費につきましては支給見込

み額の減少ということで、３,１４０万８,

０００円を減額するものでございます。そ

の下、４項出産育児諸費につきましては、

当初４０件の出産を見込んでおりました

が、２５件の実績ということで、６３９万

円を減額するものでございます。３款後期

高齢者支援金等につきましては、国庫支出

金等の特定財源と一般財源の財源調整とい

うことでございます。

次のページお願いいたします。９３ペー

ジでございます。

８款保健事業費、１目保健衛生普及費に

つきましては、がん検診等の国保被保険者

の負担金でございまして、受診件数の増減

により、それぞれ９４ページにございます

けれども、負担金額を受診件数の増減によ

り合計で１３０万９,０００円を減額すると

いうなことでございます。１０款諸支出金

につきましては還付金の精算によりまして

８５万８,０００円を減額し、その他財源調

整ということでございます。

次に歳入について、御説明いたします。

８７ページ、８８ページをお開きいただ

きたいと思います。

２款国庫支出金４,７６７万１,０００円

の減額、それから３款の療養給付費等交付

金４８４万１,０００円の減額につきまして

は、負担金の額の確定、交付決定による減

額でございます。それから６款共同事業交

付金５００万円の増額につきましては、こ

れは高額療養費に係る分でございますけれ

ども、交付決定による増額ということでご

ざいます。８款繰入金、１項他会計繰入

金、１目一般会計繰入につきましては、保

険基盤安定繰入金の軽減分の１,７５３万

７,０００円の補助金の増額決定、それから

支援分として３５２万円の補助金の増額決

定、その他人件費、事務費等を精算いたし

まして、１,１７３万円の精算減額を行った

結果、差し引きで９３２万７,０００円の繰

り入れ増となったものでございます。

その結果、２項の基金繰入金、１目国民

健康保険繰入金を４,９９０万７,０００円

減額するものでございます。

１０款諸収入につきましては、延滞金の

徴収増により３２２万３,０００円を増額す

るというものでございます。

この補正予算の結果、平成２６年度決算

におきましては、約１億６００万円の赤字

ということでございます。この赤字額につ

きましては、前年度の繰越金で賄っており

ます。

基金の残高につきましては、３億６,０７

９万７,０００円の残高となっております。

以上、御説明いたしました。

御承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから承認第７号、専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は承認することに賛成の方は起立願

います。

［賛成者起立］

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって本件は承認することに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１５ 承認第８号

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 承認

第８号専決処分の承認についてを議題とし
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ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の９５ペ

ージでございます。

承認第８号、専決処分の承認について御

説明いたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。

９６ページでございます。

専決処分書。

平成２６年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第５号）について、介護サービス

給付費の確定に伴う会計処理等のため急を

要するので、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分する。

平成２７年３月３１日、美幌町長土谷耕

治。

９８ページをお開きいただきたいと思い

ます。

平成２６年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第５号）。

平成２６年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第５号）は次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正。

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ２,６０２万８,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１６億３,４０２万９,０００円とするも

のでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明をいたします。

１０９ページ、１１０ページでございま

す。

今回の専決予算補正につきましては、介

護サービス給付費の確定に伴いまして保険

料、国庫支出金、あるいはその他の費用の

実績を見込みまして、一定の整理を行った

ものでございます。

歳出から御説明をいたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費５８万４,０００円の減額につきまし

ては、職員の人件費、時間外手当等を精算

減額するものでございます。その下、３項

介護認定審査会費につきましては、津別

町、大空町、美幌町それぞれ負担金を出し

ておりますが、その財源調整、それから２

目認定調査費につきましては、臨時職員賃

金の精算、意見書作成件数の減に伴う１１

３万４,０００円を減額するものでございま

す。

２款保険給付費につきましては、１目居

宅介護サービス給付費、２目施設介護サー

ビス給付費の実績見込みによる合計額で２,

３１７万３,０００円の減額でございます。

次１１１ページ、１１２ページございま

す。２項介護予防サービス等諸費、これも

実績によります１９９万５,０００円の減額

でございます。３項高額介護サービス等費

につきましては、国庫支出金等の財源調整

でございます。４項高額医療合算介護サー

ビス等費につきましては実績見込み、４１

万４,０００の増額、５項特定入所者介護サ

ービス等費につきましては、実績見込み減

により９１万６,０００円の減額ということ

でございます。

次のページ１１３ページ、１１４ページ

でございます。

６項その他諸費は、国庫支出金等の財源

調整でございます。

３款地域支援事業費、１項介護予防事業

費につきましては、実績見込みにより３６

万７,０００円の減額、それから財源調整も

国庫支出金、道支出金等でしております。

それから次に、２項包括的支援事業費・任

意事業費は、短期宿泊利用サービスの実績

見込みということで７７万円を減額するも

のでございます。

次に歳入でございます。

１０５ページ、１０６ページをお開き願

いたいと思います。
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１款保険料につきましては、保険料の額

の確定により、６７７万６,０００円を増額

するものでございます。２項分担金及び負

担金につきましては、これも大空町、津別

町、美幌町それぞれ精算をいたしまして１

４万１,０００円の減額ということございま

す。シルバーハウジングの入居者負担金に

ついても精算をしまして、４万４,０００円

の減額ということでございます。

３款国庫支出金につきましては、それぞ

れ精算の結果、額の確定により総額で２１

４万９,０００円の減となっております。

４款支払基金交付金につきましても、額

の確定により８０７万５,０００円の減額で

ございます。

次１０７、１０８ページでございます。

５款道支出金につきましても、介護給付

費の額の確定による２６１万５,０００円の

増額でございます。

７款繰入金につきましては、介護給付費

では居宅サービスの減、それから介護予防

費の額につきましては額の確定ということ

でございます。短期宿泊サービスの実績等

により精算した結果ということでございま

す。

その結果、２項基金繰入金、１目介護保

険基金繰入金を１,９０１万７,０００円を

減額し、基金に戻す形になります。この補

正予算の結果、基金残高につきましては７,

３４６万７,０００円という結果になってお

ります。

以上、御説明いたしました。

御承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから承認第８号、専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

［賛成者起立］

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定

しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１６ 承認第９号

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 承認

第９号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の１

１５ページをお開き願います。

承認第９号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９号第１項の規定によ

り次のとおり専決処分しましたので報告

し、承認を求めるものであります。

次のページ、１１６ページをお開き願い

ます。

専決処分書。

平成２６年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第５号）について、建設事業費

の確定に伴う会計処理等のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。

平成２７年３月３１日、美幌町長土谷耕

治。

内容につきましては、補正予算で御説明

いたしますので、１１８ページをお開き願

います。

平成２６年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第５号）について、御説明申し

上げます。

平成２６年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第５号）は次に定めるところ

による。

今回の補正につきましては、公共汚水桝

設置工事に係る建設事業費並びに終末処理

場維持管理事業費の確定による減額補正を

するものであります。
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歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１１８万８,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

０億５０万９,０００円とするものでありま

す。第２項につきましては、事項別明細書

で御説明申し上げます。

地方債の補正。

第２条地方債の変更につきましては、第

２表地方債補正で御説明いたします。

１２１ページをお開き願います。

第２表地方債補正。

公共下水道事業であります。対象事業費

の確定によるもので、起債限度額を６,２９

０万円から９０万円減額いたしまして、６,

２００万円とするものであります。

次に事項別明細の歳出から御説明申し上

げますので、１２７、１２８ページをお開

き願います。

３歳出、このページ、終末処理場維持管

理事業費の減は、事業費確定によります電

気料、建設事業費の減は、公共汚水桝設置

工事が予算では１０件分を計上しておりま

したが、実績で９カ所となりましたことに

よる執行残による減額であります。

次に歳入について御説明申し上げますの

で、１２５、１２６ページをお開き願いま

す。

２歳入、このページ、一般会計繰入金

は、今回の補正予算に伴います財源調整と

しての減額、その下、公共下水道債につき

ましては、第２表地方債において御説明申

し上げました。

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから承認第９号、専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

［賛成者起立］

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定

しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１７ 同意第２号

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 同意

第２号監査委員の選任についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） １２９ページにな

ります。

同意第２号、監査委員の選任について御

説明を申し上げたいと思います。

本町監査委員宗像密琇氏は、平成２７年

４月３０日をもって任期満了となったの

で、次の者を選任いたしたく、地方自治法

第１９６条第１項の規定により、議会の同

意を求めるというものでございます。

記、議会議員のうちから選任する者、住

所、美幌町字東３条南２丁目１番地の２

２、氏名、古舘繁夫さん。生年月日、昭和

２５年１月２０日でございます。

以上、御説明を申し上げました。

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから同意第２号、監査委員の選任に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、提案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

［賛成者起立］

○議長（大原 昇君） 起立多数です。
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したがって、本件は提案のとおり同意す

ることに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１８ 同意第３号

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 同意

第３号監査委員の選任についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） １３０ページにな

ります。

同意第３号、監査委員の選任について御

説明を申し上げたいと思います。

本町監査委員髙木清氏は、平成２７年６

月２２日をもって任期満了となるので、次

の者を選任いたしたく、地方自治法第１９

６条第１項の規定により、議会の同意を求

めるというものでございます。

記、識見を有する者。住所、美幌町字美

禽２６５番地の２９、氏名、髙木清さん。

生年月日、昭和１９年１月１７日生まれで

ございます。

以上、御説明を申し上げました。

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、同意第３号監査委員の選任に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、提案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

［賛成者起立］

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は提案のとおり同意す

ることに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程追加の議決

○議長（大原 昇君） 閉会中の継続調査

について、総務文教厚生常任委員会、経済

建設常任委員会及び議会運営委員会の各委

員長から会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付した印刷物のとおり申し出が

あります。

お諮りします。

閉会中の継続調査についてを日程に追加

し、追加日程第１とし、直ちに議題とする

ことにしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、閉会中の継続調査について

を日程に追加し、追加日程第１とし、直ち

に審議することに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第1 閉会中の継続調査に

ついて

○議長（大原 昇君） 追加日程第１、閉

会中の継続調査についてを議題とします。

お諮りします。

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決定

しました。

―――――――――――――――――――

◎閉会の宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

これで平成２７年第２回美幌町議会臨時

会を閉会します。

    午後４時４１分 閉会  
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